
労 働 衛 生 の 現 状 
  ～ 適切な作業環境管理、労働時間管理を実施し、 

                  健康障害を防止しよう～ 
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※令和３年４月１日から、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置

が義務付けられます。詳しくは 27 ページから 38ページをご覧ください。 



目    次 

 

・ 全国労働衛生週間スローガンの歴史 

・ 定期健康診断における有所見率の推移・検査項目別有所見者状況〔全国・栃木県内・大田原署管内〕 

・ 定期健康診断検査項目別有所見率〔全国・栃木県内・大田原署管内〕 

・ 特殊健康診断別有所見者数の推移〔栃木県内・監督署別〕 

・ 特殊健康診断等対象事業場数／受診労働者数の推移〔栃木県内〕 

・ 職業性疾病の分類別・業種別発生状況／分類別発生状況の推移〔栃木県内〕 

・ じん肺健康診断実施状況等の推移 

・ 監督署別じん肺管理区分の決定状況／じん肺管理区分決定状況の推移 

・ 規模別心理的な負担の程度を把握するための検査実施状況〔栃木県内〕 

・ 健康診断結果報告等の提出（大田原監督署からのお願い） 

・ 労働安全衛生法等の規定に基づく健康診断一覧 

・ 労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について 

・ 産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか？ 

・ 化学物質の取扱に対する労働衛生対策 

・ 第９次粉じん障害防止総合対策 

・ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます（屋内作業） 

・ 金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます（屋外作業） 

・ 化学物質による健康障害防止指針（がん原性指針）を改正しました 

・ ラベルでアクション 

・ 有害物ばく露作業報告の提出 

・ 受動喫煙防止対策助成金のご案内 

・ こころの耳（働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト） 

・ インターネット等を介したｅラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方について 

・ 新型コロナウイルス接触確認アプリのインストールをおねがいします 

1～2 

3 

4 

5～6 

7～8 

9～10 

11 

12～13 

14 

15 

16～17 

18～19 

20 

21～24 

25～26 

27～34 

35～38 

39～50 

51～54 

55 

56～59 

60～61 

62 

63～64 



全国労働衛生週間スローガンの歴史 
第７１回   （令和２年）     みなおして  職場の環境  からだの健康 

第７０回   （令和元年）     健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場 

第６９回   （平成３０年）    こころとからだの健康づくり  みんなで進める働き方改革 

第６８回   （平成２９年）    働き方改革で見直そう  みんなが輝く  健康職場 

第６７回   （平成２８年）    健康職場  つくる  まもるは  みんなが主役  （化学物質のリスクアセスメント義務化施行） 

第６６回   （平成２７年）    職場発！ 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場  （ストレスチェック施行） 

第６５回    （平成２６年）     みんなで進める職場の改善 心とからだの健康管理 

第６４回    （平成２５年）     健康管理 進める 広げる 職場から  

第６３回    （平成２４年）     心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理 

第６２回    （平成２３年）     見逃すな 心と体のＳＯＳ みんなで作る健康職場 

第６１回    （平成２２年）     心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス 

第６０回    （平成２１年）     トップが決意 みんながつくる 心の健康 明るい職場  

第５９回    （平成２０年）     あなたが主役 明るい職場と健康づくり 

第５８回    （平成１９年）     こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場 

第５７回   （平成１８年）    疲れてませんか 心とからだ みんなでつくろう 健康職場   （過重労働・メンタルヘルスの指針） 

第５６回   （平成１７年）    働きすぎていませんか 働き方を見直して 心とからだの健康づくり 

第５５回    （平成１６年）     レッドカードが出る前に 心とからだの健康づくり 
第５４回    （平成１５年）     見つめて下さい心とからだ 見なおしましょう職場環境 

第５３回   （平成１４年）    自分でチェック！私の健康 みんなでチェック！働く環境 

第５２回   （平成１３年）    新世紀標準！ 健康で笑顔あふれる快適職場 

第５１回   （平成１２年）    ミレニアム つくろう 心とからだの健康快適職場 

第５０回   （平成１１年）    続けてますか 健康づくり 進めてますか 快適職場 

第４９回   （平成１０年）    快適職場に明るい笑顔 あなたが主役の健康づくり 

第４８回   （平成９年）     進めよう健康づくり あなたと企業の二人三脚 

第４７回   （平成８年）     一人一人が健康づくり みんなの力で快適職場      （健康診断結果に基づく～指針） 

第４６回   （平成７年）     みんなで進める健康づくり 創意と工夫で快適職場 

第４５回   （平成６年）     守ります私の健康 つくります疲労・ストレスない職場 

第４４回   （平成５年）     いきいき健康 仕事にゆとり 笑いいっぱい元気な職場 

第４３回   （平成４年）     みんなでつくろう ゆとり・健康・快適職場                （快適職場形成の指針） 

第４２回   （平成３年）     広げようか心とからだの健康づくり 進めよう快適な職場づくり 

第４１回   （平成２年）     健康です！心とからだ 快適です！わたしの職場 

第４０回   （平成元年）    今！快適な職場づくり いま！心とからだの健康づくり 

第３９回   （昭和６３年）    快適ですかあなたの職場 健康ですか心とからだ            （健康保持増進指針） 

第３８回   （昭和６２年）    ととのえよう職場の環境 進めよう心とからだの健康づくり 

第３７回   （昭和６１年）    みんなで進める環境改善 心とからだの健康づくり 

第３６回   （昭和６０年）    工夫と努力で環境改善 心とからだの健康増進 

第３５回   （昭和５９年）    広げよう環境管理 進めよう作業管理 高めよう健康管理 1



第３４回   （昭和５８年）    作業環境の改善と健康づくりで明るい職場 

第３３回   （昭和５７年）    健康は作業環境の改善と 明るい職場から 

第３２回   （昭和５６年）    作業環境の改善で 明るく健康な職場づくり 

第３１回   （昭和５５年）    明るい健康な職場は 作業環境の改善から 

第３０回   （昭和５４年）    環境改善と健康管理に取り組み さらに進めよう健康な職場づくりを！ 

第２９回   （昭和５３年）    職場の環境を改善し守ろう健康を！ 

第２８回   （昭和５２年）    健康はあなたと私の宝物 自分でつくろうみんなで守ろう 

第２７回   （昭和５１年）    みんなで見直そう仕事と職場 みんなで作ろう健康なからだ 

第２６回   （昭和５０年）    めざそう快適な職場 つくろう健康なからだ 

第２５回   （昭和４９年）    みんなできずこう健康職場 

第２４回   （昭和４８年）    健康は人と仕事の調和から 

第２３回   （昭和４７年）    からだは健康に，職場は快適に               （労働安全衛生法施行） 

第２２回   （昭和４６年）    “健康”は職場と家庭のあいことば 

第２１回   （昭和４５年）    健康なからだと快適な職場をつくろう 

第２０回   （昭和４４年）    目ざそう，つくろう快適な職場 

第１９回   （昭和４３年）    明るい職場は健康から 

第１８回   （昭和４２年）    作業環境をととのえ働きやすい快適な職場をつくろう 

第１７回   （昭和４１年）    衛生点検を行い，健康な職場をつくろう 

第１６回   （昭和４０年）    作業条件と環境をととのえ，健康な職場をつくろう 

第１５回   （昭和３９年）    作業環境をととのえ，病気のない明るい職場を作ろう 

第１４回   （昭和３８年）    衛生点検を行い，健康で明るい職場を作ろう 

第１３回   （昭和３７年）    衛生点検を行い，健康な職場を作ろう 

第１２回   （昭和３６年）    職場の衛生点検を行い，健康な職場を作ろう 

第１１回   （昭和３５年）    有害業務対策を積極的に推進すること，及び疾病に起因する欠勤防止の徹底を図ることに 

重点を置き，併せて衛生管理組織の整備充実，なかんずく労働衛生管理員の選任と活動を

図り，この週間を効果的に実施する 

第１０回   （昭和３４年）    衛生管理組織の合理的な運営及び疾病特に業務上の疾病防止に重点を置き， 

併せて衛生教育の進展を図り，この週間に効果的に実施 

第９回    （昭和３３年）    前年度に引き続き，併せて，労働環境の測定及び改善，労働衛生保護具の整備 

並びに保健施設の有効な利用に留意して実施する 

第８回    （昭和３２年）    前年度に引き続き，併せて，作業環境の改善，労働衛生保護具の整備に留意 

第７回    （昭和３１年）    健康診断特に特殊健康診断の励行並びにその事後措置に重点 

第６回    （昭和３０年）    健康診断およびその事後措置の適正なる実施に重点 

第５回    （昭和２９年）    有害作業環境の把握改善と中小企業における衛生管理の推進に重点 

第４回    （昭和２８年）    衛生管理組織の合理的な運営及び作業環境の改善に重点 

第３回    （昭和２７年）    健康診断の完全実施と衛生管理機構整備に重点をおいて 

第２回    （昭和２６年）    労働者の疾病・特に職業性疾患ならびに産業結核の絶滅を期する 

第１回    （昭和２５年）    労使の労働衛生思想の昂揚を図り，以て労働衛生行政の目的を達成しようとするものである 2



  

定期健康診断における有所見率の推移・検査項目別有所見者状況

18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 Ｒ１年

全国 49.12 49.90 51.28 52.32 52.00 52.69 53.69 53.02 53.20 53.59 53.76 54.08 55.51 56.64

県内 48.79 51.01 51.31 52.62 52.00 54.15 54.18 54.73 55.33 55.44 56.14 56.79 58.42 60.60

管内 49.06 47.89 53.68 51.71 50.29 51.26 51.08 54.07 55.17 53.51 53.8 56.46 56.27 57

40

45
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55

60

65 ％
① 定期健康診断における有所見率の推移 （全国・栃木県内・大田原署管内）

２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 Ｒ１年

血 圧 16.00 16.83 17.22 17.66 17.47 18.26 18.42

心電図検査 10.58 10.31 10.5 10.95 11.3 10.64 11.07

肝機能検査 16.00 16.29 16.00 16.82 17.18 17.63 18.2

血中脂質検査 33.49 33.62 33.88 34.18 34.1 33.6 35.14

血糖検査 9.77 9.97 10.45 11.30 12.32 13.38 13.38

有所見率 54.73 55.33 55.44 56.14 56.79 58.42 60.6

54.73 55.33 55.44 56.14 56.79 58.42
60.6

1
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31

41

51

61

② 定期健康診断の検査項目別有所見者状況 (栃木県内）％
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有所見
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4000Ｈｚ
聴力

その他
胸部Ｘ線 血圧 貧血 肝機能 血中脂質 血糖 尿(糖) 尿(蛋白） 心電図

全国 56.64 3.74 7.37 0.68 4.44 16.54 7.69 15.78 32.06 11.84 2.99 4.32 9.92
栃木県内 60.60 3.28 6.90 1.00 4.47 18.42 8.49 18.20 35.14 13.38 3.37 4.68 11.07
大田原署管内 57.00 2.43 4.45 1.64 5.01 16.32 7.50 16.28 34.12 12.52 3.35 4.74 11.08
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令和元年 定期健康診断検査項目別有所見率
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栃木県内

大田原署管内
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栃木県内

栃木県内

10年 20年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 1,062 884 914 976 993 981 969 989 985

有機溶剤 受 診 者 数 12,601 16,134 14,636 15,574 15,044 16,250 16,436 17,007 16,335

有所見率 ％ 5.73 4.70 4.27 4.55 3.71 4.04 3.86 4.39 4.59

対象事業場 236 141 95 90 90 96 89 91 85

鉛 受 診 者 数 3,309 2,150 1,833 1,825 1,469 1,409 1,113 1,450 1,397

有所見率 ％ 0.87 0.70 0.16 1.48 0.14 0.14 0.45 0.34 0.14

対象事業場 279 217 290 402 534 608 635 654 672

特定化学物質 受 診 者 数 3,910 3,726 5,954 8,287 12,506 15,655 17,634 17,391 17,307

有所見率 ％ 1.10 1.72 0.66 0.66 2.21 1.90 1.74 1.81 2.61

対象事業場 176 170 169 180 179 185 181 180 169

電離放射線 受 診 者 数 2,298 4,438 4,440 4,457 4,776 4,439 4,471 5,165 4,698

有所見率 ％ 2.87 4.82 3.18 3.86 3.71 5.81 4.94 7.09 6.64

対象事業場 18 16 19 17 20 21 23 20

石　綿 受 診 者 数 299 269 262 184 316 38 259 193

有所見率 ％ 4.35 0.37 0.38 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00

対象事業場 379 362 375 412 417 414 426 447 426

法定外健診 受 診 者 数 22,694 31,833 33,701 31,888 32,685 34,216 32,313 33,721 30,856

有所見率 ％ 10.80 10.55 6.06 6.85 6.85 6.41 6.56 6.03 5.46

対象事業場 2,132 1,774 1,775 2,079 2,230 2,304 2,321 2,384 2,357

受 診 者 数 44,812 58,281 55,381 62,293 66,664 72,285 72,005 74,993 70,786

注　1．各種健康診断結果報告書の集計結果による。

　　2．法定外健診は指導通達に基づく健康診断の合計数である。

    3．石綿に係る平成１０年までの健診結果は特定化学物質に含まれている。

特殊健康診断別有所見者数の推移

区　　　　分

合  計

特殊健康診断別有所見者数の推移

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

特殊健康診断有所見者状況の推移

有機溶剤 鉛 特定化学物質 電離放射線 石綿 法定外健診

（％）
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栃木県内

宇都宮 足　利 栃　木 鹿　沼 大田原 日 光 真　岡 局

対象事業場 250 85 281 72 129 56 112 985

受 診 者 数 4,558 1,068 3,369 1,260 3,193 443 2,454 16,345

有所見率 ％ 3.52 2.62 7.75 5.00 2.05 4.93 5.09 4.59

対象事業場 16 5 20 5 27 6 6 85

受 診 者 数 128 9 408 40 391 377 44 1,397

有所見率 ％ 0.49 0.14

対象事業場 169 46 191 54 85 32 95 672

受 診 者 数 4,491 1,162 3,644 1,791 2,694 294 3,231 17,307

有所見率 ％ 1.25 0.95 3.98 0.45 5.79 7.48 0.65 1.81

対象事業場 52 13 39 8 24 10 23 169

受 診 者 数 688 319 1,086 160 1,464 126 855 4,698

有所見率 ％ 5.96 11.60 2.39 5.63 9.36 6.35 6.32 7.09

対象事業場 10 1 5 2 2 20

石　綿 受 診 者 数 7 16 163 6 1 193

有所見率 ％      0.00

対象事業場 140 24 115 35 46 20 82 462

受 診 者 数 5,233 1,050 4,550 810 5,022 258 13,933 30,856

有所見率 ％ 7.03 7.71 7.69 9.38 4.88 30.62 3.49 6.03

対象事業場 637 174 651 176 311 124 320 2,393

受 診 者 数 15,105 3,624 13,220 4,067 12,764 1,498 20,518 70,796

有機溶剤

鉛

署別特殊健康診断有所見者状況

監督署別特殊健康診断有所見者状況　（令和元年）

　注　　１　各種健康診断結果報告書の集計結果による。

　 　　　２　「法定外健診」は指導通達に基づく健康診断の合計数である。

電離放射線

法定外健診

合　　　計

　　　　栃木県内

特定化学物質

区　　　　分

0
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35

40

宇都宮 足 利 栃 木 鹿 沼 大田原 日 光 真 岡

有機溶剤 鉛 特定化学物質

電離放射線 石綿 法定外健診

（％）
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　　注　：　各種健康診断結果報告書の集計結果による。

　特殊健康診断等対象事業場・受診労働者数の推移　　　　　　（栃木県内）

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 941 916 897 895 876 884 865 833 820 888 914 976 993 981 969 989 985

受診者 12,382 12,34212,87113,79214,35616,13414,687 14,09214,15514,06314,63615,57415,04416,250 16,43617,00716,335

500

1,000

1,000

6,000

11,000

16,000

対象事業場 受診者

有機溶剤対象事業場・受診労働者数の推移

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 180 170 170 161 151 141 128 114 99 102 95 90 90 96 89 91 85

受診者 2,301 2,186 2,325 1,950 2,069 2,150 1,923 1,882 1,730 1,438 1,833 1,825 1,469 1,409 1,113 1,450 1,397

0

100

200

1,000

2,000

3,000
対象事業場 受診者

鉛 対象事業場・受診労働者数の推移

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 249 229 233 233 220 217 213 199 182 192 290 402 534 608 635 654 672

受診者 3,530 3,054 3,237 3,502 3,416 3,726 3,276 3,395 3,280 3,736 5,954 8,287 12,506 15,655 17,634 17,391 17,307

150

200

250

300

350

400

450

500

550
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700

3,000
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18,000

対象事業場 受診者

特定化学物質対象事業場 ・受診労働者数の推移
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　　注　：　法定外は指導通達に基づく健康診断の合計数である。

　　特殊健康診断等対象事業場・受診労働者状況の推移　　　　　　　（栃木県内）

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 401 373 355 357 350 362 383 355 368 380 375 412 417 414 426 447 426

受診者 23,035 20,467 24,079 25,988 26,038 31,833 29,552 29,057 27,769 31,451 33,701 31,888 32,685 34,216 32,313 33,721 30,856

200

400

0

10,000

20,000

30,000

40,000 対象事業場 受診者

法定外対象事業場 ・受診労働者数の推移

15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年

対象事業場 170 163 172 164 162 170 166 162 181 178 169 180 179 185 181 180 169

受診者 3,928 3,732 3,474 3,780 3,612 4,438 4,259 3,104 3,768 4,202 4,440 4,457 4,776 4,439 4,471 5,165 4,698

150

200

2,000

4,000

6,000
対象事業場 受診者

電離放射線対象事業場・受診労働者数の推移

１５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年 元年

適用事業場 889 846 955 811 830 832 811 881 834 868 857 889 906 934 914 939 911

受診者 4,861 4,806 4,656 5,704 5,457 6,406 6,125 5,638 5,102 6,672 5,913 6,338 6,312 6,209 5,882 6,534 4,888

600

800

1,000

3,000

4,200

5,400

6,600
適用事業場 受診者

じん肺健康診断対象事業場・じん肺定期健診受診労働者数の推移
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栃木県内

　　　　３　じん肺等は休業分のみ計上。

区　分 26年 27年 28年 29年 30年 元年
構成比
（％）

負傷に起因する疾
病

61 80 67 69 60 63 68.5

物理的因子による
疾病

13 15 5 6 13 12 13.0

作業態様に起因す
る疾病

6 4 6 10 4 7 7.6

化学物質等による
疾病（がんを除く）

3 1 2 3 7 2 2.2

じん肺及びじん肺合
併症

6 1 4 3 5 2 2.2

上記以外のその他
の疾病

2 2 0 3 3 6 6.5

合　計 91 103 84 94 92 92 100.0

　注 　化学物質等による疾病（がんを除く）は酸素欠乏症を含む（30年の7件中3件は酸素欠乏症）。

　注 　１　労働者死傷病報告による休業４日以上の疾病である。

　　　　２　疾病分類は労働基準法施行規則第３５条による。

職業性疾病の分類別発生状況の推移　（26年～令和元年）
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職業性疾病の分類別発生状況の推移（26年～令和元年）

負傷に起因 物理的要因 作業態様 化学物質 じん肺等 その他
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栃木県内

13 14 15

2 3 5 6 8 9 11 平

成

30

年

合

計

食料品製造業 2 (2) 1 3 3.3 4

繊維工業・衣服繊維製品

木材木製品・家具装備品 1 (1) 1 1.1

パルプ紙・印刷製本業 1

化　学　工　業 1 (1) 1 2 4 4.3 3

窯業土石製品 2

鉄鋼・非鉄金属製品 1 (1) 1 1.1 1

金属製品 4 (4) 4 4.3 2

一般・電気・輸送用・機械器具 3 (3) 1 3 7 7.6 8

電気・ガス・水道業・その他 1 (1) 1 2 2.2 1

製　造　業　小　計 13 (13) 3 1 5 22 23.9 25

2 2 2.2 1

2 (2) 1 1 1 5 5.4 9

6 (5) 1 7 7.6 7

2 (1) 1 3 3.3 4

14 (13) 5 1 20 21.7 11

2

13 (12) 2 15 16.3 18

6 (5) 1 2 1 10 10.9 6

4 (2) 4 4.3 2

3 (2) 1 4 4.3 7

合　　　　　　　計 63 (55) 1 11 2 3 2 2 2 6 92 100.0

構　成　比　　％ 68.5 (59.8) 1.1 12.0 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2 6.5 100.0

30　年　合　計 60 (45) 13 1 2 1 3 4 5 3 92

　　　４　「左記以外のその他の疾病」については、業務に起因することが明らかな脳心疾患による疾病、精神障害等を含む。

職業性疾病の分類別・業種別発生状況　（令和元年）
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（注）１　労働者死傷病報告による休業４日以上の職業性疾病を集計した。

　　　２　疾病分類は、労働基準法施行規則第３５条による。

　　　３　じん肺は、現在も労働者である者のみを計上した。

作業態様起因による疾病

　接客娯楽業

そ
の
他

　清　掃　業

　その他の事業

構
　
成
　
比
　
　
％

物理的要因による疾病1 　
左
記
以
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の
そ
の
他
の
疾
病

　交通運輸業・貨物取扱業

　農林・畜産業

　商業・金融・広告業

　通　信　業

疾病分類

業種別
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じん肺健康診断実施状況等の推移
栃木県内

平成

元年
２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 １０年 １１年 １２年 １３年 １４年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

令和

元年

従事労働者数 11,491 11,659 7,289 8,161 8,247 7,155 7,416 9,129 10,805 10,272 8,466 8,994 9,819 9,220 9,893 10,157 7,982 9,782 10,543 10,816 11,626 11,408 10,229 11,763 11,806 13,204 12,707 13,941 12,854 15,328 11,635

受診者数 5,410 4,996 4,450 5,287 4,765 4,612 4,168 4,476 5,837 5,533 3,937 5,083 4,536 3,877 4,861 4,806 4,656 5,704 5,457 6,406 6,125 5,638 5,102 6,672 5,913 6,338 6,312 6,209 5,882 6,534 4,888

対象事業場数 718 704 863 905 954 975 971 1,010 1,029 979 912 930 894 879 889 846 955 811 830 832 811 881 834 868 857 889 906 934 911 953 911

実施事業場数 387 365 306 324 333 289 275 308 379 393 365 405 399 389 417 427 389 446 439 480 456 466 374 466 439 498 512 538 507 536 371
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令和元年

宇都宮 足　利 栃　木 鹿　沼 大田原 日　光 真　岡 計

209 64 302 92 90 42 112 911

151 52 82 41 88 32 71 517

103 28 67 30 66 23 54 371

2,568 1,797 1,029 786 1,584 318 3,553 11,635

1,196 154 596 474 727 177 1,564 4,888

4 3 2 1 3 13

1 1

1 1

5 3 1 3 15

5 3 1 15

0.4 0.5 0.2 0.3

注　1  じん肺健康管理実施状況報告及び局におけるじん肺管理区分決定件数である。

    2  上段は第１５条（随時申請）、１６条(特別申請)によるもので外数である。

    3  有所見率は随時申請を除く受診労働者に対する管理２以上の者の比率である。

従事労働者数

管理区分　Ⅳ

計

管理区分　Ⅲ

管理区分　Ⅱ

以上　計

監督署別じん肺管理区分の決定状況

定健受診労働者数

管理区分　Ⅰ

管理区分　Ⅱ

有所見率　　％

対象事業場数

報告書提出事業場数

健診実施事業場数
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１　その１　［12条提出分・16条申請分］ 栃木県内
区　分

管理１ 1 1 4 3 5 2
管理２ 34 22 46 29 21 21
管理３イ 1 2 3 3 4 9
管理３ロ 3 1 4 1 2 1
管理４ 1 1
決定不能

39 26 57 37 32 34

２　その２　［15条申請分］
区　分

管理１ 1 1 2 2 1
管理２ 1 (1) 1 1 (1) 1 1 (1) 1
管理３イ 2 1 (1) 2 1
管理３ロ 1 2 1
管理４ 5 1 2 2 4 1
決定不能

計 10 (2) 2 (1) 5 9 9 (1) 3
肺結核

結核性胸膜炎

続発性気管支炎 1
続発性気管支拡張症

続発性気胸

原発性肺がん 1 1 1
合併症合計 1 1 2

（）内は、合併症（内数）である。

３　その３　［16条申請分］
区　分

管理１
管理２ 11 7 12 9 2 8
管理３イ 1
管理３ロ
管理４
決定不能

計 11 7 12 9 2 9

４　その４［合計（1+2）：特別加入を除く］
区　分

管理１ 2 1 5 5 7 3
管理２ 35 (1) 23 47 (1) 30 22 (1) 22
管理３イ 3 2 4 (1) 5 5 9
管理３ロ 4 1 4 3 3 1
管理４ 5 1 2 3 4 2
決定不能

計 49 (2) 28 (1) 62 46 41 (1) 37
肺結核

結核性胸膜炎

続発性気管支炎 1
続発性気管支拡張症

続発性気胸

原発性肺がん 1 1 1
1 2 1

（）内は、合併症（内数）である。

 

じん肺管理区分決定状況の推移

平成29年

計

平成26年 平成27年 平成28年
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症
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平成29年

合
併
症
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平成26年 平成27年 平成28年
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　＊令和元年 栃木県内

規模 実施事業場数 在籍労働者数 受検労働者数 検査実施率％ 面接指導実施率％ 集団分析実施率％

～４９人 195 9,294 7,002 75.3 0.6 75.4
５０～９９人 905 65,337 52,736 80.7 0.7 80.8
１００～２９９人 583 89,060 71,611 80.4 0.5 84.6
３００～９９９人 129 57,619 48,509 84.2 0.4 87
１０００人～ 18 45,980 41,763 90.8 0.2 100
全体合計 1,830 267,290 221,621 82.9 0.5 83.2

規模別心理的な負担の程度を把握するための検査実施状況
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～ 健 康 診 断 結 果 報 告 等 の 提 出  

忘 れ て い ま せ ん か ？ ～ 

 
 
 健康診断は実施したものの，その後，所轄労働基準監督署長への結果報告書等の提 
出がされていない事業場が数多く散見されます。 
 事業場によっては，毎年，監督署からの督促通知がきてから提出すればよいと誤解 
されているところもあります。 
 健康診断の結果報告については，労働安全衛生法第１００条により義務付けられて 
います。  
 この機会に，次の報告にもれがないか点検または準備をお願いします。 
 
 
  １ 定期健康診断結果報告書  〔報告義務は，労働者数規模５０名以上の事業場に限る。〕 
 
  ２ 有機溶剤等健康診断結果報告書 
 

３ 鉛健康診断結果報告書 
 
  ４ 特定化学物質健康診断結果報告書 
 
  ５ 石綿健康診断結果報告書 
  
  ６ 電離放射線健康診断結果報告書 
 
  ７ じん肺健康管理実施状況報告 
   〔 注）粉じん作業を行っている事業場にあっては，じん肺健康診断の実施の 

有無にかかわらず，毎年１２月末時点のじん肺に関する健康管理実施状 
況を翌年２月末までに報告する必要があります。〕 

 
  ８ 指導勧奨による特殊健康診断結果報告 
    〔紫外線赤外線・騒音・ＶＤＴ・振動等々の法定外健康診断〕 
 
  ９ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書（ストレスチェック） 
    〔実施義務は，労働者数規模５０名以上の事業場に限る。〕 
 
 
※ 各報告様式は，厚生労働省ホームページよりダウンロードができます。 
 厚生労働省ホーム→分野別の情報→雇用・労働→労働基準→施策情報→安全衛生→安全衛生関係主要様式→各種健康診断結果報告書 

注）機械読み取り時に不具合が生じるため，印刷の際は，設定等に十分留意願います。 
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（参 考）               労働安全衛生法等の規定に基づく健康診断等一覧 

 
健康診断の種類 根 拠 条 文 対 象 業 務 等 実施時期 報告期日 提出部数 

１ 定期健康診断 
安衛法第 66 条 

安衛則第４４条 

常時使用する労働者 

（常時５０人以上の労働者を使用 

する事業者のみ報告が必要） 

１年に１回 

（深夜業等の特定業務は６月 

 以内に１回） 

実施後 

遅滞なく 
正副２部 

２ 有機溶剤健康診断 
安衛法第 66 条 

有機則第２９条 
有機溶剤を取り扱う業務 ６月以内に１回 

実施後 

遅滞なく 
正副２部 

３ 鉛健康診断 
安衛法第 66 条 

鉛則第５３条 
鉛   業   務 

６月以内に１回 

（業務によっては１年 

以内に１回） 

実施後 

遅滞なく 
正副２部 

４ 特化物健康診断 
安衛法第 66 条 

特化則第３９条 
特定化学物質を取り扱う業務 ６月以内に１回 

実施後 

遅滞なく 
正副２部 

５ 電離放射線健康診断 
安衛法第 66 条 

電離則第５６条 

放射線業務に従事し 

   管理区域に立ち入る労働者 

６月（一部項目については３月） 

以内に１回 

実施後 

遅滞なく 
正副２部 

６ 四アルキル鉛健康診断 

安衛法第 66 条 

四アルキル鉛 

則第２２条 

四アルキル鉛業務 ３月以内に１回 実施後 

遅滞なく 
正副２部 

７ 高気圧作業健康診断 
安衛法第 66 条 

高圧則第３８条 

高 圧 室 内 業 務 

潜 水 業 務 
６月以内に１回 実施後 

遅滞なく 
正副２部 

８ 石綿健康診断 
安衛法第 66 条 

石綿則第４０条 

石綿を製造、若しくは 

取り扱う業務 
６月以内に１回 実施後 

遅滞なく 
正副２部 

９ 特殊健康診断 行 政 指 導 
紫外線・赤外線業務、騒音業務 

、ＶＤＴ作業等の３０種の業務 

６月以内に１回等

指針による 
実施後 

遅滞なく 
正副２部 

１０ じん肺健康診断 
じん肺法 

第７条～第９条の２ 

粉 じ ん 作 業 

（過去粉じん作業に常時従事させ，現

在粉じん作業以外の業務を行う管理

２・３の者を含む） 

管理区分により１

～３年以内に１回 

１年分を取りまとめ、 

翌年 2 月末までに 

※ 

正副２部 
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１１ 

心理的な負担の程度を

把握するための検査 

（ストレスチェック） 

安衛法第６６条の１０ 

常時使用する労働者 

（常時５０人以上の労働者を 

使用する事業場に限る） 

１年に１回 
実施後 

遅滞なく 
正副２部 

 ※１０の「じん肺健康診断」については、健康診断実施結果のみを報告するものではなく、毎年１２月末日現在の「粉じん作業従事者等」に係る 

 管理区分等の状況についても報告するものとなっていますので、健康診断対象者がいない対象年であっても、毎年の状況を「じん肺健康管理実 

 施状況報告（様式第 8 号）」により報告が必要となります。 

 

１．一般健康診断における「常時使用する労働者」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．定期健康診断結果報告書の記入上の注意点 

 パート労働者等の短時間労働者が「常時使用する労働者」に該当するか否かについては、平成５年１２月１日付け基発第６６３号通達で

示されています。 
 その中で、一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①と②のいずれの要件をも満たす場合としています。 

  

① 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者であって 

も、更新により１年以上使用されることが予定されている者、及び更新により１年以上使用されている者（なお、特 

定業務従事者健診（安衛則第４５条の健康診断）の対象となる場合は、６ヵ月以上使用されることが予定され、又は 

更新により６ヵ月以上使用されている者）は対象となります。 

   ② その者の１週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数 

の４分の３以上であること。 

 

 上記の①と②のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の②に該当しない場合であっても、上記の①に該当し、１

週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間数の概ね２分の１以上である者に対

しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。 

  定期健康診断結果報告書の裏面の他、次の事項についても注意して下さい。 
 

 ① 労働保険番号を健康診断結果報告書の「労働保険番号」欄に正確に記入して下さい。 

   なお、本店等において一括して労働保険を成立されている事業場は、「被一括事業場番号」欄にその整理番号を記入して下さい。 

 

 ② 「所見のあった者の人数」欄 

   「健康診断項目」の「聴力検査」から「心電図検査」までのいずれかに有所見であった者の人数を記入して下さい。（各項目健診 

   項目の有所見者数を単純に合計した数ではありません）。したがって、1 人の者が複数の健診項目に所見があっても、その者の人 

   数は 1 人と数えて下さい。 

    なお、具体的な有所見者数の判断が不明な場合は健康診断を受診した医療機関に確認して下さい。 

 

 ③ 「医師の指示人数」欄 

   要治療、要精密検査、生活指導等医師の指示があった者の人数を記入して下さい。なお、該当者について不明な場合は、上記② 

   と同様に各医療機関に確認して下さい。 
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健康診断と事後措置等に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局や労働

基準監督署までお問い合わせください。 

～労働者 50 人未満の小規模事業場の方へ～ 

産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか？ 
 

労働者数 50 人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に

対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易

ではありません。 

こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サー

ビスを受けられるよう、労働基準監督署管轄区域ごとに産業保健総合支援センタ

ーの地域窓口を設けており、小規模事業場の事業者やそこで働く人々を対象とし

て、以下の産業保健サービスを原則として無料で提供しています。 

ご利用については、独立行政法人労働者健康安全機構、または産業保健総合支

援センターまでお問い合わせください。 

 

相談対応 

・メンタルヘルスを含む労働者の健康管理についての相談 

・健康診断結果についての医師からの意見聴取 

・長時間労働者に対する面接指導 

  個別訪問指導（医師などによる職場巡視など） 

  産業保健に関する情報提供 

＜お願い＞  

医療保険者から求めがあった場合に、健康診断結果の提供をしなけれ

ばなりません。（この場合の提供については、個人情報保護法上の問題はありません

（注）） 

医療保険者は、加入者が、労働安全衛生法の健康診断を受けた場合または受けることがで

きる場合は、特定健康診査の全部または一部を行ったものとすることができることとなって

おり、医療保険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた事業者に対し、事業者

が保存している加入者に係る労働安全衛生法による労働者の健康診断に関する記録の写しを

提供するよう求めることができます。また、これにより健康診断に関する記録の写しの提供

を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならないとされています。（高齢

者医療確保法第 21 条第 1 項、第 27 条第 2 項及び第 3 項） 

（注）特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第２条に定める項目に係る記録の写しに

ついては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法

令に基づくものであるため、個人情報の保護に関する法律第 23 条第１項第１号により第三者

である医療保険者への提供は制限されていません。 

～派遣労働者の健康管理について～ 
派遣労働者の健康診断については、派遣元・派遣先それぞれの役割に応じた義務

を課しています。特に以下の事項に留意しましょう。 

○派遣元事業者による一般健康診断の実施、派遣先事業場による特殊健康診断の実 

施の徹底 

○派遣元事業者による一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事

業場による特殊健康診断結果の記録の保存の徹底 

○一般健康診断の事後措置に関する派遣元事業場及び派遣先事業場の十分な連携 

○派遣元事業者を通じた、労働者に対する健康診断結果の通知の保存の周知 
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化学物質の取扱に対する労働衛生対策 

 

１ 有機溶剤取扱事業場 

 

（１）局所排気装置等の設置 ［有機則第5条，第6条，第14条］ 

（２）作業主任者の選任及び職務の遂行 ［同第19条，第19条の2］ 

（３）局所排気装置等の定期自主検査の実施 ［同第20条，第20条の2］ 

（４）有機溶剤の人体に及ぼす作用等の掲示 ［同第24条］ 

（５）有機溶剤の区分の表示 ［同第25条］ 

（６）作業環境測定の実施，評価及び評価結果に基づく措置 

［同第28条，第28条の 2，第28条の 3］ 

（７）健康診断の実施，結果の5年保存，労働基準監督署長への報告及び 

意見聴取 ［同第29条第 2・3項，第30条，第 30条の 2，第30条の 3］ 

 

２ 特定化学物質取扱事業場  

 

（１）第1類物質及び第2類物質に係る設備の設置 

［特化則第3条，第4条，第5条，第7条］ 

（２）除じん装置等用後処理装置の設置 

［同第9条第 1・2項，第 10条第 1項，第11条第1・2項，第12条］ 

（３）作業規程の作成 ［同第20条］ 

（４）作業主任者の選任及び職務の遂行 ［同第27条，第28条］ 

（５）局所排気装置等の定期自主検査の実施 ［同第30条，第31条］ 

（６）作業環境測定の実施，評価及び評価結果に基づく措置 

［同第36条，第36条の 2，第36条の 3］ 

（７）休憩室の設置 ［同第37条第 1項］ 

（８）洗浄設備の設置 ［同第38条］ 

（９）特別管理物質の名称等掲示 ［同第38条の3］ 

（10）作業記録及び30年保存 ［同第38条の 4］ 

（11）健康診断の実施，結果の30年保存，労働基準監督署長への報告及び 

意見聴取 ［同第39条，第40条，第40条の2，第 41条］ 

 

３ がん原性指針取扱事業場 

 

（１）使用条件の変更や作業工程の改善 ［指針記の3(1～3)ァ(ァ)］ 

（２）作業方法の改善や保護具 ［指針記の3(1～3)ァ(ィ)］ 

（３）装置等の操作等の基準の定め ［指針記の3(1～3)ェ］ 
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（４）作業環境測定及び結果の30年保存 ［指針記の4］ 

（５）労働衛生教育 ［指針記の5］ 

（６）作業記録及び30年保存 ［指針記の6］ 

（７）表示及びＳＤＳの交付，労働者への周知 ［指針記の7］ 

（８）ＳＤＳの事業場内備え付け等 ［法第101条第 2項］ 

 
【がん原性指針対象物質】（平成24年10月10日告示第546号、平成28年、令和２年一部改正） 

□ ２－アミノ－４－クロロフェノール     □ アントラセン 

□ エチルベンゼン         □  ２・３－エポキシ－１－プロパノール 

□ 塩化アリル          □ オルト－フェニレンジアミン及びその塩  

□ キノリン及びその塩      □ １－クロロ－二－ニトロベンゼン  

□ クロロホルム    □  酢酸ビニル   □  四塩化炭素 

□ １・４－ジオキサン  □  １・２－ジクロルエタン（別名 二塩化エチレン） 

□ １・４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン 

□ ２・４－ジクロロ－１－ニトロベンゼン 

□ １・２－ジクロロプロパン       □ ジクロロメタン 

□ Ｎ・Ｎ－ジメチルアセトアミド 

□ ジメチル－２・２－ジクロロビニルホスフェイト（別名 ＤＤＶＰ） 

 □ Ｎ・Ｎ－ジメチルホルムアミド     □ スチレン 

 □ ４－ターシャリ－ブチルカテコール 

 □ 多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴ-７，ＮＴ-７Ｋ） 

□ １・１・２・２－テトラクロロエタン（別名 四塩化アセチレン） 

□  テトラクロルエチレン（別名 パークロルエチレン） 

□  １・１・１－トリクロルエタン     □ トリクロロエチレン   

□ ノルマル－ブチル－２・３－エポキシプロピルエーテル 

□  パラ－ジクロルベンゼン        □ パラ－ニトロアニソール 

□  パラ－ニトロクロルベンゼン   

□  ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物 

□  ビフェニル  □  ２－ブテナール  □ １－ブロモ－３－クロロプロパン   

□ １－ブロモブタン        □メタクリル酸２・３－エポキシプロピル 

□ メチルイソブチルケトン   

□ アクリル酸メチル  □ アクロレイン 

 

４ ＳＤＳ対象物質取扱事業場 
 

【SDS対象物質】（安衛令別表第9） 

「職場のあんぜんサイト」で検索でます。http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html 

（１）ＳＤＳの入手，ＳＤＳの事業場内備え付け，労働者への周知 

（２）ＳＤＳ物質の導入時等のリスクアセスメントの実施，リスク除去・低減措 

置の実施  ※ 労働安全衛生法の改正により，平成28年 6月 1日より義務化  

（３）ＳＤＳ物質の導入時の労働者教育の実施 

（４）衛生委員会での調査審議 

（５）有害要因の除去 ［安衛則第576条］，ガス等の発散の抑制等［安衛則第577 

条］，立ち入り禁止等［安衛則第585条］，呼吸用保護具等［安衛則第593～594 

条，596 条］，リスクアセスメントの実施内容［安衛法第 28 条の 2］，容器等   

の事業場内表示［平24告示133号］ 

（６）特定化学設備，化学設備 ［安衛則第268条～第278条］ 
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その他の有害業務対策 

 

【 石綿障害予防対策 】 

 

 （１）事前調査  

〔解体等を行う建築物等について予め石綿使用の有無を調査・記録・掲示による周知〕 

（２）作業計画の策定 

 〔作業方法・順序，石綿粉じんの発散防止・抑制方法，労働者への石綿粉じん 

ばく露防止方法〕 

（３）特別教育の実施 

（４）作業主任者の選任及び職務の遂行 

〔石綿作業主任者 又は 特定化学物質等作業主任者技能講習修了した者のうちから選任〕 

 （５）隔離・立入禁止措置・表示等 

   ａ 建築物等の解体等の作業における吹付け石綿の除去・封じ込めの 

    作業や石綿の切断等を伴う囲い込みの作業，または保温材・耐火被 

覆材・断熱材の石綿切断等を伴う除去，囲い込み，封じ込めの作業 

を行う場合の措置 

   ① 作業場所を隔離し，当該場所の排気に，ろ過集じん方式の集じん排 

気装置の設置とその稼動。 

   ② 作業場所の出入り口に前室の設置し，洗身室及び更衣室の併設。 

   ③ 作業場所及び前室の負圧化。 

  ④ 集じん排気装置の排気口からの粉じん漏えいの有無の点検。 

   ⑤ 前室の負圧状態の点検。 

   ⑥ 異常時の作業中止と集じん排気装置の補修等の実施。 

   ｂ 建築物等の解体等の作業における石綿の切断等を伴わない囲い込

みの作業，保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業を行う場合の措

置として， 作業従事労働者以外の者の立入禁止とその旨の表示。 

   ｃ そのほかの，石綿を使用した建築物の解体等を行う作業場におい 

    ても，作業従事労働者以外の者の立入禁止とその旨の表示。 

 （６）労働者の就業する建築物の天井等に吹き付けられた石綿，建築物に 

石綿を含有する保温材・耐火被覆材・断熱材が使用されている場合の 

措置 

   ① 損傷や劣化等により石綿粉じんが発散するおそれがある場合は， 

    除去，封じ込め，囲い込みの措置が必要。 

   ② 除去，封じ込め，囲い込みの作業では，隔離措置等が必要。 

（７）保護具等の使用 〔呼吸用保護具，作業衣又は保護衣〕 

 （８）湿潤化の実施 〔石綿粉じんの発散防止〕 

（９）建築物の解体工事等の発注時における措置 〔情報の提供・工期，経費等の条件〕 

 

23



 

【 酸素欠乏症等防止対策 】 

 

（１）酸素・硫化水素濃度の測定の実施 〔その日の作業開始前，作業再開時〕 

（２）測定器具の備付け 

（３）換気の履行確保 〔空気中の酸素濃度を１８％以上，硫化水素の濃度を１０ｐｐｍ以下に保つ〕 

（４）作業主任者の選任及び職務の遂行 

（５）特別教育の実施 

（６）監視人の設置 

（７）避難用具の備付け 

 

 

 

【 騒音障害防止対策 】  

 

（１）作業環境管理及び作業管理 〔騒音測定，管理区分の表示〕 

（２）健康管理 〔保護具の着用〕 

（３）労働衛生教育 

 

 

 

〔振動障害防止対策〕 

 

（１）振動工具の選定の適正化および点検整備の励行 

（２）振動工具の操作時間の管理および操作方法の適正化 

（３）健康管理 〔保護具の着用〕 

（４）その他  〔高齢者への配慮・日常生活上での健康管理〕 
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第９次粉じん障害防止総合対策 

        ≪ 厚生労働省 ／ 栃木労働局 ≫ 

  

計画の期間    平成３０年度から令和４年度までの５ヵ年 

   

総合対策の重点事項 
（１） 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はバリ取り作業，及び屋外におけ

る鉱物等の破砕作業にかかる粉じん障害防止対策 
（２） ずい道〔トンネル〕建設工事における粉じん障害防止対策 
（３） 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 
（４） じん肺健康診断の着実な実施 
（５） 離職後の健康管理 
（６） アーク溶接作業や岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 
（７） 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策 
（８） その他，地域特性に応じた粉じん障害防止対策 

   

事業場が重点的に取り組むべき事項  
 【 Ⅰ 屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はバリ取り作業，及び 

屋外における鉱物等の破砕作業にかかる粉じん障害防止対策  】 
これら作業が呼吸用保護具の使用義務の対象作業になったことから， 

 ①呼吸用保護具使用の徹底 
 ②呼吸用保護具を着用する必要がある旨，作業場の見やすい場所に掲示する。 

 
 【 Ⅱ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 】 

（１） ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底 
（２） 健康管理対策の推進 [アーク溶接作業と同様] 
（３） 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等 

 
 【 Ⅲ 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進 】 

（１） 保護具着用管理責任者の選任 
（２） 呼吸用保護具の適正な選択，使用及び保守管理（フィルター交換等）の推進 
（３） 電動ファン付き呼吸用保護具の活用 

 
 【 Ⅳ じん肺健康診断の着実な実施 】 

（１） じん肺健康診断の確実な実施と実施後の報告 
（２） じん肺健康診断結果に応じ，粉じん作業以外の作業への作業転換 
（３） 「健康管理教育ガイドライン」に基づく健康管理教育の推進 
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（４） 積極的な禁煙の働きかけ 
 
 【 Ⅴ 離職後の健康管理 】 
  （１）事業者は，じん肺管理区分が管理２又は管理３の離職予定者に対して、 

①「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」の配布 
② 健康管理手帳制度の周知と交付申請の方法の説明 
③ じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけの実施 

（２）粉じん作業に従事させたことのある労働者が、離職［退社］により事業者の管理から離れ

る際には、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管

理に必要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供を行う。 
 
 【 Ⅵ 地域の実情に即した事項 】 

（１） アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 
① 改正粉じん則・じん肺法施行規則（Ｈ24.4.1 施行）の内容に基づく措置の徹底 
② 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善 
③ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 
④ 健康管理対策の推進 
⑤ じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底 

（２） 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策 
① 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等 
② 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及による作業環境の改善 
③ 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施 
④ 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底 
⑤ 特別教育の徹底 
⑥ 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進 
⑦ たい積粉じん対策の推進 
⑧ 健康管理対策の推進 
 
～ じん肺とは ？ ～ 

 鉱物・金属・研ま材・アーク溶接のヒューム等の粉じんのうち、比較的粒

径の大きなものは鼻や気管支などに付着し、「 た ん 」となって体外へ排出

されますが、微細な粉じん（粒径５ミクロン以下）は、肺の奥深くの肺胞ま

で入り込み、そこに付着します。 
これらの粉じんを吸い続けると肺内では繊維増殖が起こり、肺が「にかわ」

のように固くなって呼吸が困難になります。これが、じん肺です。 
じん肺になると、肺結核、結核性腹膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支

拡張症、続発性気胸などの病気にかかりやすく、また、かかった場合は治り

にくくなると言われています。 
  

 毎月、特定の日を『粉じん対策の日』として設定し、粉じん職場・

粉じん作業の管理点検の強化に取り組みましょう 
また、毎年９月は『粉じん障害防止総合対策推進強化月間』です 
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 1

※一部経過措置があります（令和４年４月１日施行）

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

１．新たに規制の対象となった物質
溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業(※)において加熱により発生する粒子状物質）について、新たに
特化則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けました。

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業、
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、

ガウジングは含まれません）

溶接ヒューム
主な有害性（発がん性、その他の有害性） 性状

発がん性︓国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）グループ１
ヒトに対する発がん性

その他 ︓溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン（ＭｎＯ）
について神経機能障害
三酸化二マンガン（Mn2O3）について
神経機能障害、呼吸器系障害

溶接により生じた蒸気が空
気中で凝固した固体の粒子
（粒径0.1～1㎛程度）

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健
康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛
生法施行令、特定化学物質障害予防規則（特化則）等を改正し、新たな告示
を制定しました。

改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

 このリーフレットは、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向けの
ものです。

 屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う方は、リーフレッ
ト「屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ」をご覧ください。

※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。
・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所
・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り
返し行わないものは含まれません。
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２．特定化学物質としての規制

（１）全体換気装置による換気等（特化則第38条の21第１項）

 金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施
またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。

 「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置は、特定
化学物質作業主任者（→６ページ）が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、異常の有無などに
ついて点検する必要があります。

※当該呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認をいいます。

① 溶接ヒュームの濃度の測定

④ 測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選択し、
労働者に使用させる

⑤（面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合）
１年以内ごとに１回、フィットテスト（※）の実施

→４ページ

→４ページ

→５ページ

② 換気装置の風量の増加 その他必要な措置

③ 再度、溶接ヒュームの濃度の測定

測定の結果がマンガンとして
0.05mg/㎥以上等の場合

→３ページ

左記以外
の場合

↓
８
ペ
｜
ジ

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
経
過
措
置
あ
り

（２）溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用
及びフィットテストの実施等（特化則第38条の21第２項～第８項）

 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」の場合
当該作業の方法を新たに採用し、または変更しようとするときは、以下の措置を講じることが
必要です（令和４年３月31日まで経過措置あり→８ページ）。

※「変更しようとするとき」には、以下の場合が含まれます。
・溶接方法が変更された場合
・溶接材料、母材や溶接作業場所の変更が溶接ヒュームの濃度に大きな影響を与える場合

必要な措置の流れ

→３ページ

2

【全体換気装置の例】 【局所排気装置の例】
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個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。

3

サンプラー

ポンプ

①③溶接ヒュームの濃度の測定等（測定等告示※第１条）

① 試料空気の採取は、金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着
する試料採取機器を用いる方法により行います。
※試料採取機器の採取口は、労働者の呼吸する空気中の溶接ヒュームの濃度を測定する

ために最も適切な部位（呼吸域）に装着する必要があります。その際、採取口が溶接
用の面体の内側となるように留意します。

② 試料空気の採取の対象者、時間は以下のとおりです。
・試料採取機器の装着は、労働者にばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一で

あると見込まれる作業（以下「均等ばく露作業」）ごとに、それぞれ、適切な
数（２人以上に限る）の労働者に対して行います。
※均等ばく露作業に従事する一の労働者に対して、必要最小限の間隔をおいた２以上

の作業日において試料採取機器を装着する方法により採取が行われたときは、この
限りではありません。

・試料空気の採取の時間は、当該採取を行う作業日ごとに、労働者が金属アーク
溶接等作業に従事する全時間です。なお、採取の時間を短縮することはできま
せん。

③ 試料採取方法は、作業環境測定基準第２条第２項の要件に該当する分粒装
置を用いるろ過捕集方法またはこれと同等以上の性能を有する試料採取方
法により行います。

④ 分析方法は、吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、左記と同等以上の性
能を有する分析方法により行います。

個人ばく露測定の詳細

※ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等
（令和２年厚生労働省告示第286号）

（注）個人ばく露測定は、第1種作業環境測定士、作業環境測定機関などの、当該
測定について十分な知識・経験を有する者により実施されるべきものです。
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① 溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じ、換気装置の風量の増加その他必要な
措置を講じます（次に該当する場合は除きます。）。
・溶接ヒュームの濃度がマンガンとして0.05mg/㎥を下回る場合
・同一事業場の類似の溶接作業場において、濃度測定の結果に応じて十分に措置内容

を検討し、当該対象作業場においてその措置をあらかじめ実施している場合

4

② ①の措置を講じたときは、その効果を確認するため、再度、個人ばく露測定
により空気中の溶接ヒュームの濃度を測定します。

③ 個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度の測定等を行ったときは、
その都度、必要な事項を記録します（３年保存）。

※「その他必要な措置」には、次の措置が含まれます。
・溶接方法や母材、溶接材料等の変更による溶接ヒューム量の低減
・集じん装置による集じん
・移動式送風機による送風の実施

②換気装置の風量の増加その他の措置（特化則第38条の21第３項）

① 溶接ヒュームの濃度の測定の結果得られたマンガン濃度の最大の値（C）を
使用し、以下の計算式により「要求防護係数」を算定します。

②「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、以下の
一覧表から選択します。

呼吸用保護具の種類 指定防護係数

防
じ
ん
マ
ス
ク

取替え式 全面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ ５０
ＲＳ２又はＲＬ２ １４
ＲＳ１又はＲＬ１ ４

半面形面体 ＲＳ３又はＲＬ３ １０
ＲＳ２又はＲＬ２ １０
ＲＳ１又はＲＬ１ ４

使い捨て式 ＤＳ３又はＤＬ３ １０
ＤＳ２又はＤＬ２ １０
ＤＳ１又はＤＬ１ ４

電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

全面形面体 S級 ＰＳ３又はＰＬ３ １，０００
Ａ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ９０
Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １９

半面形面体 Ｓ級 ＰＳ３又はＰＬ３ ５０
Ａ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ３３
Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １４

フード形又は
フェイスシールド形

Ｓ級 ＰＳ３又はＰＬ３ ２５
Ａ級 ２０
Ｓ級又はＡ級 ＰＳ２又はＰＬ２ ２０
Ｓ級,Ａ級又はＢ級 ＰＳ１又はＰＬ１ １１

（注）ＲＳ１、ＲＳ２などは、防じんマスクの規格の規定による区分、Ｓ級、Ａ級およびＢ級、ＰＳ１、
ＰＳ２などは、電動ファン付き呼吸用保護具の規格の規定による区分です。

※ 電動ファン付き呼吸用保護具とエアラインマスクのうち、実際の作業時の測定等により得られた防護
係数がこの表に掲げる指定防護係数を上回ることを製造者が証明する特定の型式については、別に定め
る指定防護係数を使用することができます。

④呼吸用保護具の選択の方法（測定等告示第２条）

𝑃𝐹 = 𝐶0.05要求防護係数

指定防護係数※一覧（抜粋）
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呼吸用保護具の外側の測定対象物質※の濃度
呼吸用保護具の内側の測定対象物質の濃度

●フィットテストの方法
① JIS T8150（呼吸用保護具の選択、使用および保守管理方法）に定める方法ま

たはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの溶接ヒュ
ームの濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。

5

（フィットファクタ）＝

呼吸用保護具の種類 要求フィットファクタ

全面形面体を有するもの 500

半面形面体を有するもの 100

確認を受けた者 確認の日時 装着の良否 備考

甲山一郎 12/8 10：00 良 ●●社に委託して実施（以下同じ。）。

乙田次郎 12/8 10：30 否（１回目）
良（２回目）

最初のテストで不合格となったが、マスクの
装着方法を改善し、２回目で合格となった。

⑤フィットテストの方法（測定等告示第３条）

（参考）呼吸用保護具の種類

※ 大気粉じん等、JIS T8150で定めるものです。

●フィットテストの記録の方法
確認を受けた者の氏名、確認の日時、装着の良否、上記の確認を外部に委託して
行った場合の受託者の名称を記録します。

（記録の例）

②「フィットファクタ」が、以下の「要求フィットファクタ」を上回っているか
どうかを確認します。

防じんマスク
【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】【使い捨て式】

電動ファン付き呼吸用保護具
【全面形面体】 【半面形面体】
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6

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を
決定し、労働者を指揮すること

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を１
か月を超えない期間ごとに点検すること

③ 保護具の使用状況を監視すること

（３）特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。
（令和４年３月31日まで経過措置あり→８ページ）

（４）特殊健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行うことが必
要です。

● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務へ
の 配置換えの際およびその後６月以内ごとに１回、定期に、規定の事項につい
て健康診断を実施する（１次健診）。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるもの
に対し、規定の事項について健康診断を実施する（２次健診）。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。

● 健康診断の結果（個人票）は、５年間の保存が必要。

● 特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第３号）を労働基準監督署長に
提出する。

● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて
労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

■溶接ヒュームの健診項目
１次検診 ①業務の経歴の調査 ②作業条件の簡易な調査

③溶接ヒュームによるせき等パーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
④せき等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 ⑤握力の測定

２次健診 ①作業条件の調査 ②呼吸器に関する他覚症状等がある場合における胸部理学的検査等
③パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査
④医師が必要と認める場合における尿中等のマンガンの量の測定

※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施
（じん肺法第7～9条の2）が必要ですのでご注意ください。
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① 安全衛生教育（安衛則第35条）

労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、
労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、
教育を行う。

② ぼろ等の処理（特化則第12条の２）
対象物に汚染されたぼろ（ウエス等）、紙くず等を、ふた付きの不浸透性
容器に納めておく。

③ 不浸透性の床の設置（特化則第21条）
作業場所の床は、不浸透性のもの（コンクリート、鉄板等）とする。

④ 立入禁止措置（特化則第24条）
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。

⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の
場所にし、関係者以外を立入禁止にする。

⑥ 休憩室の設置（特化則第37条）
対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場所
以外の場所に休憩室を設ける。

⑦ 洗浄設備の設置（特化則第38条）
以下の設備を設ける。
・洗顔、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備

⑧ 喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。

⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。

（５）その他必要な措置

金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。

7
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規制の内容
2020(令和2)年 2021(令和3)年 2022(令和4)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

溶接ヒュームの濃度測定
・呼吸用保護具の使用等

特定化学物質
作業主任者の選任

全体換気の実施
特殊健康診断の実施
その他必要な措置

8

３．施行日・経過措置
屋内作業場における金属アーク溶接等作業の規制は、下表のスケジュールで
施行されます。

呼吸用保護具の
選択･使用(4/1～)

(4/1～)

溶接ヒュームの
濃度測定
(4/1～)

措置(4/1～)

換気風量の増加
その他必要な
措置(4/1～)

フィットテストのフィットテストの
実施(4/1～)

(4/1～)

再度の溶接ヒュ
ームの濃度測定
(4/1～)

(4/1～)
選任義務
(4/1～)

実施義務(4/1～)

現に、継続して金属アーク溶接等作業を行ってい
る屋内作業場は、令和４年３月31日までに溶接ヒ
ュームの濃度の測定を行う必要があります。

・現時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク
溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保
護具を使用させなければなりません。

・令和４年４月１日以降は、特化則に基づき、溶接
ヒュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護具
を選択し、使用しなければなりません。

お問い合わせ・・・都道府県労働局または労働基準監督署
（所在案内︓ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html）

改正内容に関する通達・資料はこちら
厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

条文の参照は、電子政府の総合窓口（e-GOV）法令データ提供システム
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ 

2020/8/434

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/


厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられます

1

※作業主任者の選任について経過措置があります（令和４年４月１日施行）

溶接ヒューム（金属アーク溶接等作業（※）において加熱により発生する粒子状物質）について、新
たに特化則の特定化学物質（管理第２類物質）として位置付けました。

※金属アーク溶接等作業
・金属をアーク溶接する作業、
・アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
・その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
（燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、
ガウジングは含まれません）

溶接ヒューム
主な有害性（発がん性、その他の有害性） 性状

発がん性︓国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）グループ１
ヒトに対する発がん性

その他 ︓溶接ヒュームに含まれる酸化マンガン（ＭｎＯ）
について神経機能障害
三酸化二マンガン（Mn₂O₃）について
神経機能障害、呼吸器系障害

溶接により生じた蒸気が空
気中で凝固した固体の粒子
（粒径0.1～1㎛程度）

１．新たに規制の対象となった物質

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の
健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安
全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則（特化則）等を改正し、新
たな告示を制定しました。
改正政省令・告示は、令和３年４月１日から施行・適用します。

 このリーフレットは、金属アーク溶接等作業を屋外作業場や、毎回異なる屋内作業場で
行う事業者向けのものです。

 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う方は、リーフレット「金属アーク溶
接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ」をご覧ください。

※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。
・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所
・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所
※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り
返し行わないものは含まれません。
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2

２．屋内作業場所・屋外作業場所共通の健康障害防止措置

金属アーク溶接等作業（→１ページ）に労働者を従事させるときは、当該労働者に
有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。

２．特定化学物質としての規制

（２）有効な呼吸用保護具の使用（特化則第38条の21第５項）

 屋内作業場で金属アーク溶接等作業を行う場合は、溶接ヒュームを減少させるため、
全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。
※「同等以上の措置」には、プッシュプル型換気装置、局所排気装置が含まれます。

 「全体換気装置」とは、動力により全体換気を行う装置をいいます。なお、全体換気装置
は、特定化学物質作業主任者（→６ページ）が、1月を超えない期間ごとに、その損傷、
異常の有無などについて点検する必要があります。

【全体換気装置の例】 【局所排気装置の例】

（１）屋内作業場における全体換気装置による換気等
（特化則第38条の21第１項）

（参考）呼吸用保護具の種類
防じんマスク

【取り替え式・全面形面体】【取り替え式・半面形面体】【使い捨て式】

電動ファン付き呼吸用保護具
【全面形面体】 【半面形面体】
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● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への
配置換えの際およびその後６月以内ごとに１回、定期に、規定の事項について
健康診断を実施する（１次健診）。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認めるものに
対し、規定の事項について健康診断を実施する（２次健診）。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。

● 健康診断の結果（個人票）は、５年間の保存が必要。

● 特定化学物質健康診断結果報告書（特化則様式第３号）を労働基準監督署長に
提出する。

● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し、必要に応じて
労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者などに対して、健康診断を行うことが
必要です。

■溶接ヒュームの健診項目

3

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから
作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。
（令和４年３月31日まで経過措置あり→４ページ）

（３）特定化学物質作業主任者の選任（特化則第27条、第28条）

（４）特定化学物質健康診断の実施等（特化則第39条～第42条）

１次検診 ①業務の経歴の調査 ②作業条件の簡易な調査
③溶接ヒュームによるせき等パーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
④せき等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査 ⑤握力の測定

２次健診 ①作業条件の調査 ②呼吸器に係る他覚症状等がある場合における胸部理学的検査等
③パーキンソン症候群様症状に関する神経学的検査
④医師が必要と認める場合における尿中等のマンガンの量の測定

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を
決定し、労働者を指揮すること

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を１か
月を超えない期間ごとに点検すること

③ 保護具の使用状況を監視すること

※金属アーク溶接等作業に常時従事する場合は、上記とは別に「じん肺健康診断」の実施
（じん肺法第7～9条の2）が必要ですのでご注意ください。
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① 安全衛生教育（安衛則第35条）
労働者を新たに雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときは、労働者が
従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について、教育を行う。

② ぼろ等の処理（特化則第12条の２）
対象物に汚染されたぼろ（ウエス等）、紙くず等を、ふた付きの不浸透性容器に
納めておく。

③ 不浸透性の床の設置（特化則第21条）
作業場所の床は、不浸透性のもの（コンクリート、鉄板等）とする。

④ 立入禁止措置（特化則第24条）
関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。

⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等（特化則第25条）
対象物を運搬、貯蔵する際は、堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所に
し、関係者以外を立入禁止にする。

⑥ 休憩室の設置（特化則第37条）
対象物を常時製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場以外の場所
に休憩室を設ける。

⑦ 洗浄設備の設置（特化則第38条）
以下の設備を設ける。
・洗顔、洗身またはうがいの設備
・更衣設備
・洗濯のための設備

⑧ 喫煙または飲食の禁止（特化則第38条の２）
対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。

⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等（特化則第43条、第45条）
必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。

金属アーク溶接等作業に関し、次の措置を講じることが必要です。
（５）その他必要な措置

4

３．施行日・経過措置

規制の内容
2020(令和2)年 2021(令和3)年 2022(令和4)年

1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月

呼吸用保護具の使用等

特定化学物質
作業主任者の選任

全体換気の実施
特殊健康診断の実施
その他必要な措置

呼吸用保護具の
選択･使用(4/1～)

(4/1～)
選任義務
(4/1～)

実施義務(4/1～)

特化則に基づく呼吸用保護具の使用の義務化前
から粉じん則の規定により、労働者に有効な
呼吸用保護具を使用させなければなりません。

改正内容に関する通達・資料はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

2020/8/438

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
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「有害物ばく露作業報告」の提出 

 
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、リスク

評価を実施し、必要な規制を実施しています。 
このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる（ばく露）

状況を把握するため、法令（労働安全衛生法第 100 条、労働安全衛生規則第 95 条の 6）に

より「有害物ばく露作業報告」の提出を義務づけています。 
報告の対象となる物質について、年間 500kg 以上の製造・取扱いがある事業場は、例外

なく報告が必要です。 
 
１．対象物質：毎年変わります。今回対象物は、以下の物質になります。 
 

モリブデン化合物（三酸化モリブデンに限る） 
 

２．報告が必要な事業者 
 対象物質を年間 500kg 以上製造、または取り扱う事業場。ただし混合物の場合は、「製造

又は取扱量」×「含有率」で算出した値が 500kg 以上になる場合に限る。 
 
３．報告対象期間：令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日 
 
４．提出期日：令和 3 年 3 月 31 日まで 
 
５．報告書：最寄りの監督署で配付しています。 

（厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。） 
 
６．問い合わせ先：大田原労働基準監督署 安全衛生課 TEL 0287-22-2279 
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基安安発 0326 第１号，基安労発 0326 第２号，基安化発 0326 第１号 

令 和 ２ 年 ３ 月 26 日  

都道府県労働局労働基準部長 殿 

厚生労働省労働基準局安全衛生部 

安全課長，労働衛生課長，化学物質対策課長 

 

インターネット等を介したｅラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について 

 

近年、事業者が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職

業訓練等（以下「ｅラーニング等」という。）によって労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号。以

下「法」という。）第 59 条第３項に規定する安全又は衛生のための特別の教育（以下「特別教育」

という。）を行う事例が報告されている。ｅラーニング等は、インターネット等を介して行う教育、

研修等の一手法であるが、e ラーニングによる特別教育は特別教育に係る法定の要件を満たさない

場合もあることから、当該特別教育については、当面の間、下記１の考え方に基づき、下記２のと

おり措置されたい。なお、インターネット等を活用した様々な形式の特別教育の是非、必要な措置

等については、おって指示する。 

                  記 

１ 考え方 

  ｅラーニング等による特別教育として実施されている教育が、次のいずれかに該当する場合に

は、法第 59 条第３項、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 36 条から第 39 条ま

で及び安全衛生特別教育規程（昭和 47 年労働省告示第 92 号）等の各特別教育規程の規定に基づ

き行われていないものと判断されることから、特別教育として無効であること。 

 ① ｅラーニング等の教育内容が、各特別教育規程に定める範囲を満たしていない又はｅラーニ

ング等の教材の閲覧・視聴等による教育時間が、各特別教育規程に定める時間未満であるもの 

 ② 特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等に出演

する講師並びに当該映像教材又はウェブサイト動画等を作成する者及び監修する者が、いずれ

も十分な知識又は経験を有することが確認できないもの 

 ③ 特別教育のうちの学科教育のために使用されている映像教材又はウェブサイト動画等につい

て、実際の視聴・閲覧時間を受講者自身が操作できる場合、特別教育としてｅラーニング等を

提供する者（以下「教育事業者」という。）又は事業者が監視者を配置していないために、当

該映像教材又はウェブサイト動画等の視聴・閲覧中に受講者が自由に離席できる場合等、各特

別教育規程に定める教育時間以上当該学科教育が行われたことが担保できないもの 

 ④ 特別教育のうちの実技教育としての教育について、講師と同一場所で対面により実施してい

ないもの 

２ 措置 

（１）上記１の考え方に基づき、特別教育として上記１の①から④までのいずれかに該当するもの

を実施している教育事業者に対しては、本通達を根拠として、「特別教育としてｅラーニング

等を実施する場合は、当該ｅラーニング等が上記１の①から④までに該当しなくなったことを

証明すること」を、貴職から文書により求めること。 

   なお、指導文書については、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課機械班あて、写しを送

付すること。 

（２）上記１の考え方につき、集団指導等の機会を捉え、関係事業者に周知すること。 

 写 
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